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陸前高田市景観計画（素案）の概要 

高田松原津波復興祈念公園の整備を契機に、陸前高田市景観計画を策定します 

陸前高田市は、美しい海、山、川に恵まれ、歴史や文化が共存した美しいまちでした。しか 

し、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災により、甚大な被害を受けその景観は一変して 

しまいました。 

市では、震災の被害を乗り越え、よりよいまちへの復興を目指し、平成２３年１２月に「陸前高

田市震災復興計画」を策定し、市民と行政が力を合わせ復興まちづくりを進めてきました。 

高田松原津波復興祈念公園の整備が始まっていますが、これは、東日本大震災で犠牲になられた

方々を追悼・鎮魂し、震災の事実と教訓を後世に伝承する重要な施設です。国内外から多くの方々

が訪れることにより交流人口の増加が期待されています。 

陸前高田市は、高田松原津波復興祈念公園の整備を契機に、「陸前高田市景観計画」を策定し、

より良好な景観の形成と保全を目指します。 
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震災後の新たな景観シンボルとなる「高田松原津波復興祈念公園周辺」、「今泉中心市街
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１ 陸前高田市の景観の特徴 
  陸前高田市は、総面積が２３１．９４㎢、岩手県の南東端に位置し、県内でも特に温暖な地域 

 です。豊かな海、山、川に恵まれ、さらに歴史、文化が織りなす特色ある景観が広がっています。 

 復興におけるまちづくりも、陸前高田市ならではの景観を生かし、良好な景観の形成と保全に取 

 り組んでいく必要があります。 

 

２ 景観形成の基本方針 

  市、事業者及び市民が共有すべき景観形成の基本方針を以下のとおりとし、この方針に沿った 

 景観形成を進めていきます。 

１ 自然との共生 

  陸前高田の豊かで美しい海、山、川によって形成された自然との共生を感じることのでき 

 る良好な景観の形成を目指します。 

２ やさしさが感じられる、活力と潤いのあるいきいきとした生活環境 

  「ノーマライゼーションという言葉のいらないまち」としてのやさしさが感じられ、ま 

 た、日常生活の中の身近な環境を、活力と潤いのあるいきいきとしたものとして感じること 

 のできる景観の形成を目指します。 

３ 歴史と文化の継承と復興の象徴 

  地域の歴史と文化が、今に引き継がれている姿を感じることができ、また、復興祈念公園 

 と併せて復興を象徴する景観の形成を目指します。 

 

３ 岩手県景観計画と陸前高田市景観計画の比較 

 

  【岩手県景観計画】            【陸前高田市景観計画】 

 

 

地域区分 
届出対象行為  

地域区分 
届出対象行為 

建築物 工作物 建築物 工作物 屋外広告物 

 
 

一
般
地
域 

自然 

景観地区 
  

重
点
景
観
地
域 

復興祈念公園周辺地区 
 

  

農山漁村 

景観地区 
  今泉中心地区    

市街地 

景観地区 
  幹線道路沿道地区    

 

一
般
景
観
地
域 

一
般
景
観 

自然景観地区   

 農山漁村景観地区   

市街地景観地区   

景観計画を策定し、魅力的な景観づくりを進めます 

3. 震災後の新たな景観シンボルとなる「高田松原津波復興祈念公園周辺」、「幹線道路沿道」等を

対象に、景観形成のルールを定め、魅力ある景観づくりを進めます 

 

※景観計画とは、景観法に基づき、景観行政団体が定めることができる良好な景観の形成に関する計

画で、景観保全のために、建物のデザインや壁面の位置、色の規制などを盛り込むことができます。 

景観計画を策定すると、景観計画区域内における建築等の行為が届出・勧告により緩やかに規制さ

れます。 

陸前高田市では、平成 29 年 4 月、中心市街地に大型商業施設（アバッセたかた）がオープンし、そ

の後も個店の開業が相次ぎ、住宅再建も着実に進んでいます。これまで、本市では、市民・事業者に対

し、「まちなみづくりの手引き」や「魅力的なまちなかづくりの基本的考え方」によって、陸前高田な

らではの良さを活かしたまちづくりを働きかけてきました。具体的には、まちなかでの屋外広告物規制

を地区計画に盛り込むとともに、「まちなかデザインガイドライン」により、店舗や事業所のデザイン

や色、望ましい屋外広告物の誘導に努めてきました。 

今後、高田松原津波復興祈念公園や運動公園等も完成する予定となっていることから、新たなまちづ

くりが一層加速し、交流人口が増加することも期待されており、景観特性を活かした景観形成をさらに

進めていくことが課題となっています。 

そのため、陸前高田市は、来年度、景観計画※を策定する予定です。 

景観計画の策定や行為の規制などを行う景観行政事務については、 景観法で定める景観行政団体にな

らなければできないことから、陸前高田市は、平成 30 年 4 月 1 日に景観行政団体となるための手続

きを進めています。 

高田松原津波復興祈念公園の完成予想図 
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  第２ 景観計画の区域の設定 
 

 陸前高田市全域を景観計画区域とし、その中について、重点的に景観形成に取組む地域を重点景

観地域とし、それ以外の地域は一般景観地域に区分します。 

＜重点景観地域＞ 

  地域特性に応じて「復興祈念公園周辺地区」「今泉中心地区」「幹線道路沿道地区」の３つの地 

 区に区分し、市独自の基準を定め景観形成を進めます。 

＜一般景観地域＞ 

  自然景観地区・農山漁村景観地区・市街地景観地区の３つに区分し、岩手県景観計画の基準を 

 準用します。 
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5. 震災後の新たな景観シンボルとなる「高田松原津波復興祈念公園周辺」、「幹線道路沿道」等を

対象に、景観形成のルールを定め、魅力ある景観づくりを進めます 

 

※景観計画とは、景観法に基づき、景観行政団体が定めることができる良好な景観の形成に関する計

画で、景観保全のために、建物のデザインや壁面の位置、色の規制などを盛り込むことができます。 

景観計画を策定すると、景観計画区域内における建築等の行為が届出・勧告により緩やかに規制さ

れます。 

陸前高田市では、平成 29 年 4 月、中心市街地に大型商業施設（アバッセたかた）がオープンし、そ

の後も個店の開業が相次ぎ、住宅再建も着実に進んでいます。これまで、本市では、市民・事業者に対

し、「まちなみづくりの手引き」や「魅力的なまちなかづくりの基本的考え方」によって、陸前高田な

らではの良さを活かしたまちづくりを働きかけてきました。具体的には、まちなかでの屋外広告物規制

を地区計画に盛り込むとともに、「まちなかデザインガイドライン」により、店舗や事業所のデザイン

や色、望ましい屋外広告物の誘導に努めてきました。 

今後、高田松原津波復興祈念公園や運動公園等も完成する予定となっていることから、新たなまちづ

くりが一層加速し、交流人口が増加することも期待されており、景観特性を活かした景観形成をさらに

進めていくことが課題となっています。 

そのため、陸前高田市は、来年度、景観計画※を策定する予定です。 
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陸前高田市景観計画素案（検討中）の概要 
 

震災後の新たな景観シンボルとなる「高田松原津波復興祈念公園周辺」、「今泉中心市街

地」、「幹線道路沿道」等を主な対象として景観計画を策定し、魅力ある景観づくりを進

めます。 

 

陸前高田市は、「海の青・山の緑が映える里」を本市の景観特性としています。 

平成 23 年３月 11 日の東日本大震災により、甚大な被害を受けましたが、震災から7 年が経過

し、基盤整備もおおむね完了し、中心市街地に大型商業施設（アバッセたかた）がオープンし、その

後も個店の開業が相次ぎ、住宅再建も着実に進んでいます。 
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た景観形成をさらに進めていくことが課題となっています。 

そのため、陸前高田市は、来年度、景観計画※を策定する予定です。 
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道路端から 30m の範囲 

及び道路に接する敷地 

（幹線道路沿道地区の例） 

   復興祈念公園周辺地区 

・ 復興祈念公園周辺、高田・

今泉地区の法肩道路等、国道

３４０号等から３０ｍの範囲 

・ 園内には、県内で唯一とな

る「国営追悼・祈念施設（仮

称）」が設置され、復興を象徴

する公園となります。 

・ 周辺エリアも含め、無秩序

な建築物や屋外広告物を避

け、公園と調和した、復興の

象徴にふさわしい景観の形成

を目指します。 

   今泉中心地区 

・ 復元予定の吉田家

住宅を含む今泉地区

中心部を基本とした

エリア 

・ 気仙の歴史・文化

を受け継ぎ継承して

いく景観形成を目指

します。 

幹線道路沿道地区 
 市外から復興祈念公園に至る

主要幹線の沿道等で、秩序ある景

観形成を目指します。 

＜参考＞まちなか地区（中心市街地）は、地区

計画で屋外広告物の位置や大きさ等を定めて

おり、この制限内容が適用されます。 
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  第３ 建築等の行為の届出基準・景観形成基準の概要 
 

 ・ 本計画区域内の一定規模以上の建築物の建築等の行為について、届出対象となる行為の届出 

  と完了報告を義務付けています。 

 ・ 届出対象行為には、それぞれの行為ごとに良好な景観形成のための行為の制限（「景観形成 

  基準」といいます。）を定めており、届出があったものについては、景観形成基準に基づき審 

  査し、必要に応じて市が指導・勧告等を行います。 

 ・ 円滑な届出手続ができるよう、技術的な助言や事前協議の仕組みを設けます。 

  ※ 景観形成基準の詳細な内容は、陸前高田市景観計画をご確認ください。 

１ 景観計画の届出対象行為と届出規模の概要 

行為の種類 
届出規模 

重点景観地域 一般景観地域 

建築物 
新築 高さ１０ｍ、延べ床面積

１０㎡のいずれかを超え

るもの 

高さ１３ｍ、軒高９ｍ、延べ床面積１，００

０㎡のいずれかを超えるもの 

増築 
床面積が２００㎡または延べ床面積の２割を

超えるもの 

 建築物利用 

広告物 

新設、 

増築等 

単面の表示面積が２㎡を

超えるもの 
－ 

工作物 
新設 

工作物の類型ごとに規定 

（高さ５ｍまたは築造面

積１０㎡を超えるもの等） 

工作物の類型ごとに規定（高さ１３ｍまたは

築造面積１，０００㎡を超えるもの等） 

増築 
当該行為に係る築造面積が２００㎡または増

築前の築造面積の２割を超えるもの等 

 建植広告物 新設、 

増築等 

単面の表示面積が２㎡を

超えるもの 
－ 

２ 重点景観地域における景観形成基準の概要【建築物】 

適用部位 復興祈念公園周辺地区 今泉中心地区 幹線道路沿道地区 

建築物の高さ 地盤面から最上部までの高さ１２ｍ以下 
地盤面から最上部ま

での高さ１５ｍ以下 

壁面の位置 

道路等に接する壁面位置

はできる限り後退し、ゆ

とりある空間を創出 

地区の歴史・文化を踏ま

え、壁面を揃える等ま

ちなみの連続性に配慮 

道路等に面する壁面

の位置を揃える 

形
態
意
匠 

周辺との調和 
復興祈念公園と調和させ

る 

周辺のまちなみや緑と

調和させる 

周辺の建築物や緑と

調和させる 

屋根形状 － 和風の屋根形状とする － 

外壁・屋根の色彩 表１の範囲の色を用いる 表２の範囲の色を用いる 

建
築
物
利
用
広
告
物 

自家用・ 

公共目的 
規模 

各壁面につき１０㎡以下かつ当該壁面の面積の５分の１以下 

案内誘導 規模 単面３．５㎡以下 単面７㎡以下 

自家用・ 

公共目的・ 

案内誘導 

位置 

屋上広告物の禁止 

そで看板(突出広告物)は、以下の位置とする 

・上端：高さは建築物より低い位置 

・下端：地表から２．５ｍ以上 

・建築物の壁面からの突出幅：１．５ｍ以下 

色彩 表３の範囲の色を用いる 表４の範囲の色を用いる 

その他広告物 設置丌可 
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３ 重点景観地域における景観形成基準の概要【工作物】 

行為の種類 
復興祈念公園周辺地区 

今泉中心地区 
幹線道路沿道地区 

工
作
物
の
高
さ 

建植広

告物 

自家用・ 

公共目的 

５ｍ以下 

自然景観地区：３ｍ以下 

農山漁村景観地区：７．５ｍ以下 

市街地景観地区：５ｍ以下 

案内誘導 

自然景観地区：３ｍ以下 

農山漁村景観地区：５ｍ以下 

市街地景観地区：５ｍ以下 

工作物（建植広告物以外） 
地盤面から最上部までの高さ 

１３ｍ以下 

地盤面から最上部までの高さ 

１５ｍ以下 

形
態
意
匠 

建植 

広告物 

自家用・ 

公共目的 

規模 単面５㎡以下 単面７㎡以下 

色彩 表３の範囲の色を用いる 表４の範囲の色を用いる 

案内誘導 
規模 単面３．５㎡以下 

自然景観地区：単面３．５㎡以下 

農山漁村景観地区：単面５㎡以下 

市街地景観地区：単面５㎡以下 

色彩 表３の範囲の色を用いる 表４の範囲の色を用いる 

その他広告物 設置丌可 

自動販売機 色彩 屋外に設置するものは、色彩について周辺の景観と調和させる等 

工作物（上記以外） 色彩 表５の範囲の色を用いる 
 

表１ 復興祈念公園周辺地区及び 

今泉中心地区における外壁・

屋根の色彩の使用範囲 

適用 

部位 
色相 明度 彩度 

外壁 

Ｒ、ＹＲ、 

Ｙ 

８以上 ２以下 

４以上 

８未満 
４以下 

Ｎ ４以上 － 

屋根 

Ｒ、ＹＲ、 

Ｙ、ＧＹ 
６以下 ２以下 

Ｎ ６以下 － 

表２ 幹線道路沿道地区における 

外壁・屋根の色彩の使用範囲 

適用 

部位 
色相 明度 彩度 

外壁 

Ｒ、ＹＲ、 

Ｙ 

８以上 ３以下 

２以上 

８未満 
６以下 

Ｎ ２以上 － 

屋根 

Ｒ、ＹＲ、 

Ｙ、ＧＹ 
７以下 ４以下 

Ｎ ７以下 － 

表３ 復興祈念公園周辺地区及び今泉中心地区における屋

外広告物の色彩の使用範囲 

色相 彩度 

Ｒ、ＹＲ、 

Ｙ 
6 以下 

上記 

以外 
６以下 

表４ 幹線道路沿道地区における屋外広告物の色彩の使用

範囲 

色相 彩度 

Ｒ、ＹＲ、 

Ｙ 
１０以下 

上記 

以外 
８以下 

表５ 重点景観地域における工作物の色彩の使用範囲 

色相 明度 彩度 

Ｒ、ＹＲ、Ｙ ８以上 ３以下 

２以上８未満 ６以下 

上記以外 ２以上 ２以下 

Ｎ ２以上 － 
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４ 重点景観地域における景観形成基準の運用イメージ 

 ⑴ 復興祈念公園周辺地区の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 幹線道路沿道地区の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■建築物の高さ 

１５ｍ以下 

■建築物利用広告物 
(自家用) 

表示面積１０㎡以下 

色彩は表４ 

■そで看板 

建築物の高さを越えない

突出幅１．５ｍ以下 

地表から２．５ｍ以上 

■自動販売機の色彩 

周辺景観と調和した

もの 

■建植広告物(自家用) 

表示面積５㎡以下 

高さ５ｍ以下 

■建植広告物の色 

地の色に鮮やかな色彩 

は使用しない表３ 

■建築物の外壁、屋根の色 

周辺の自然に調和した色彩

表１ 

■建築物の高さ 

１２ｍ以下 
■建築物の屋上 

広告物を設置しない 

■建植広告物(自家用) 

表示面積７㎡以下、色彩は表４ 

高さは地区により３ｍ以下から７．５ｍ以下 

■建築物の屋上 

広告物を設置しない 

■建築物の外壁、屋根の色 

周辺の自然に調和した色彩

表２ 

■建築物の高さ 

１５ｍ以下 
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⑵ 公表 

   第４ 景観形成基準の運用方法等 

    

   景観形成基準の運用の流れ（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

１ 事前協議について 

  良好な景観の形成を円滑に進めるために、届出対象となる規模かどうかにかかわらず、建築物 

 等の計画段階で市にご相談いただくようお願いします。市では、専門家等の意見も伺いながら助 

 言等を行います。 

  

２ 届出対象となる規模の行為について 

  建築物の建築等の行為の届出は行為の着手３０日前までにお願いします。市は届出があった行 

 為の内容が景観形成基準に適合しているか審査を行い、景観形成基準に合致していないと認めら 

 れた場合、次の方法で指導等を行います。 

 ⑴ 建築物及び工作物の形態意匠（特定届出対象行為）に関する基準について 

  ア 景観形成基準に適合するよう、指導を行います。 

  イ 指導に従わない場合、陸前高田市景観審議会の意見を聴いた上で、変更等の必要な措置を 

   とることを、景観法（以下「法」といいます。）第１７条第１項に基づき命令します。命令の 

   前に、法第１６条第３項に基づき勧告することがあります。 

  ウ この命令に違反した場合、法第１０１条の規定により罰則が適用されます。（１年以下の懲 

   役又は５０万円以下の罰金） 

 

 ⑵ 建築物及び工作物の形態意匠に関するもの以外の基準について 

  ア 景観形成基準に適合するよう、指導を行います。 

  イ 指導に従わない場合、陸前高田市景観審議会の意見を聴いた上で、景観形成基準に適合さ 

   せるため、必要な措置をとることを法第１６条第３項に基づき勧告します。 

  ウ 勧告を受けた行為者が、その勧告に従わない場合、氏名及び勧告の内容を公表します。 

 ⑶ 行為の完了報告 

   当該の届出に係る行為が完了したときは、遅滞なく届け出てください。 

 

３ 届出対象とならない規模の行為について 

  届出対象行為に満たない規模の行為についても、市に事前相談をするようにしてください。事 

 業者が自主的に同基準への適合確認をしていただくことで、良好な景観の形成を推進します。 
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  第５ 今後のスケジュールについて（予定） 

 

  平成３０年度 

  ・ ４月 景観行政団体への移行、陸前高田市景観条例施行 

       陸前高田市景観審議会 

  ・ ４月６日（金）～４月２０日（金） 

       陸前高田市景観計画（素案）に関するパブリックコメントの実施 

  ・ ５月 陸前高田市景観審議会、陸前高田市都市計画審議会 

  ・ ６月 陸前高田市景観計画の施行、運用開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復興祈念公園のイメージ 

 

 

      問合せ先：陸前高田市建設部都市計画課 

      住 所：〒029-2292 陸前高田市高田町字鳴石 42-5 

      電 話：0192-54-2111(代表)  FAX：0192-54-3888 

      メール：tosikei@city.rikuzentakata.iwate.jp 


